
総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
（
改
正
法
第
一
条
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
追
加
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

１

国
有
財
産
法
の
特
例

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
係
る
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、

当
該
認
定
を
受
け
た
指
定
地
方
公
共
団
体
が
、
普
通
財
産
で
あ
る
建
物
等
で
あ
っ
て
そ
の
売
却
に
つ
き
買
受
人
が
な
い

こ
と
等
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
譲
渡
を
受
け
て
、
先
端
的
な
研
究
開
発
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
整
備

す
る
事
業
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
指
定
地
方
公
共
団
体
に
当
該
建
物
等
を
譲
与
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
（
新
第
十
九
条
の
三
関
係
）

２

海
上
運
送
法
の
特
例

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
係
る
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
内
に
お
い
て
開

催
さ
れ
る
国
際
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
運
送
を
主
た
る
目
的
と
し
て
行
う
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
旅

客
不
定
期
航
路
事
業
者
の
禁
止
行
為
に
係
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
（
新
第
十
九
条
の
三
関
係
）
。



３

酒
税
法
の
特
例

特
産
酒
類
の
製
造
事
業
に
係
る
酒
税
法
の
特
例
に
関
し
、
果
実
酒
又
は
リ
キ
ュ
ー
ル
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
原

料
の
追
加
を
行
う
こ
と
（
第
四
十
七
条
関
係
）

二

課
税
の
特
例

国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
内
に
お
い
て
特
定
国
際
戦
略
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
の
新
設
又
は
増
設
に
係
る

課
税
の
特
例
に
関
し
、
対
象
に
器
具
及
び
備
品
を
追
加
す
る
こ
と
（
第
二
十
六
条
関
係
）

第
二

総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
（
改
正
法
第
二
条
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
追
加
す
る
こ
と
。

道
路
運
送
車
両
法
の
特
例

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
係
る
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、

農
業
を
営
む
者
が
使
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長
の
指
定
を
受
け
た
自
家
用
貨
物
自

動
車
の
使
用
者
が
、
指
定
点
検
整
備
事
業
者
の
交
付
し
た
点
検
整
備
済
証
を
添
付
し
て
当
該
自
家
用
貨
物
自
動
車
の
自

動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
伸
長
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、
一
年
を
限
り
、
当
該
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
を
伸
長



す
る
も
の
と
す
る
こ
と
（
新
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
及
び
第
三
の
三
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
（
改
正
法
附
則
第
一
条

関
係
）
。

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
（
改
正
法
附
則
第
二
条
関
係
）
。

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
（
改
正
法
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）
。


